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避けては通れぬ相続登記　入門編避けては通れぬ相続登記　入門編

権利を守る為に知っておくべき制度権利を守る為に知っておくべき制度
入門編入門編

2/
⽔ 12 ⽔

会場：美原区役所5階
   ⼤会議室
開場：13 :30〜15 :00

成年後⾒センター・リーガルサポート
⼤阪⽀部堺ブロック�サブリーダー

講 師講 師

リーガルサポートとは、司法書士で構成される、後見制度の普及と後見人を養成・供給
するために法務大臣の許可を受けて設立された公益社団法人です。

・誰が相続人となるのか　・遺言書の書き方について
・遺言書とは？〜「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」
・生前贈与と登記について

・成年後見制度とは？〜手続きや制度の概要について〜
・見守り契約と財産管理等委任契約について 
・死後事務委任契約について

お電話もしくは、裏面申込事項に記入の上、FAXにておねがいします。

TEL：072-361-1950    FAX：072-361-1960
お問い合わせ：美原基幹型包括⽀援センター 〒587-8585�堺市美原区黒⼭167-1�美原区役所内

参 加 費参 加 費
無 料無 料

各日先着20名各日先着20名
（事前予約制）（事前予約制）

セミナー終了後��個別相談会を実施いたします
※相談会参加希望者は別途お申し込みください。※相談会参加希望者は別途お申し込みください。

知っておくべき
制度を学ぶ
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⽔

堀内�護 司法書⼠



FAX：072-361-1960　美原基幹型包括支援センター

市民講座　お申し込み用紙
・・・・・・・・・・・・・・・・・

※配慮の必要な方はご記入ください。

参加希望の講座・個別相談会に☑をつけてください

（各講座実施の2週間前まで受付）

氏　　名：

住　　所：
電話番号：

2/5（水）13：30〜15：00【受付締切1/22（水）】
避けては通れぬ相続登記　入門編

□研修参加　　　□終了後 個別相談会を希望する
2/12（水）13：30〜15：00【受付締切1/29（水）】

権利を守る為に知っておくべき制度　入門編

□研修参加　　　□終了後 個別相談会を希望する

※個別相談会は事前予約制・先着5名。相談時間は15分以内です。
　個別相談会については、当日待ち時間が発生する場合があります。
　恐れ入りますが、ご了承ください。

・お問い合わせ：美原基幹型包括支援センター 
　〒587-8585 堺市美原区黒山167-1 美原区役所内
　TEL：072-361-1950 　FAX：072-361-1960
・主催：美原区権利擁護部会
　　　   成年後見センター　リーガルサポート大阪支部


